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大根占地区
・公営　まつさき住宅 …………… 2 戸
・公営　港団地 …………………… １戸
・特公　芝山団地 ………………… １戸
・町営　池田川北住宅 …………… １戸
お問い合わせ及び入居希望の方は、本庁
建設課へご連絡ください。

（12月1日現在）

町営住宅 空き家情報

※ 諸事情により変更となる場合がございます
ので、ご利用の前にお問い合わせください。

休日の在宅当番医
月　日 病　院　名 電話番号

12月 23日
～1月 3日

肝属郡医師会立病院 22-3111

1月 6日 藤 崎 ク リ ニ ッ ク 22-2238

1月 13日 津 崎 医 院 24-2153

1月 14日 大 根 占 医 院 22-2658

■お問い合わせ番号一覧
・保健福祉課……………☎ 0994-22-3044
・地域包括支援センター …☎ 0994-22-3030
・鹿児島県司法書士会…☎ 099-256-0335
・総務課 ･････････････ ☎ 0994-22-0511
・建設課 ･････････････ ☎ 0994-22-3033
・教育課 ･････････････ ☎ 0994-22-0517
・南大隅地区司法書士法律相談センター
　　　　　　　　………☎ 0994-22-1315

※�げんきぼ教室、国保運動教室は随時参加者を募集しております。詳しくは、保健福祉課
または地域包括支援センターへお問い合わせください。

住民基本台帳法改正に伴い、外国人住民も
含まれます。

平成30年12月１日現在
人口の動き

前月比
人　口 7,584人 （△ 27）

男 3,548人 （△ 10）
女 4,036人 （△ 17）

世帯数 3,860戸 （△８）

行事・イベント

内　　容 月　日 場　　所 時　間 問合せ

成人式 １月３日（木） 錦江町文化センター 10:00～正午 教育課

消防出初式 １月６日（日） 田代中央運動場 式典10:00～ 総務課

内　　容 月　日 場　　所 時　間 問合せ
離乳食教室 12月14日（金） 錦江町保健センター 9:15～12：00

保
健
福
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課

母子相談 12月17日（月） 田代保健福祉センター 9：00～10：30
乳児健診 12月19日（水） 錦江町保健センター 13：00～16：00
３歳児健診 １月９日（水） 錦江町保健センター 13：00～16：00
母子相談 １月10日（木） 錦江町保健センター ９：00～10：30
１～３歳児歯科健診 １月16日（水） 錦江町保健センター 13：00～16：00

子育て・各種教室

内　　容 月　日 場　　所 時　間 問合せ

無料法律相談 毎週月曜日 南大隅地区司法書士
法律相談センター 13:00 ～ 16:00 鹿児島県

司法書士会
行政相談・
心配ごと相談

12月18日（火）
1月10日（木）

田代保健福祉センター
錦江町老人福祉センター 9:00 ～ 12:00 総務課

相　談

※�行政相談・心配ごと相談は日程が変更になる場合があります。事前にご確認ください。

くらしの情報

消防出初式の開催
　平成 31 年錦江町消防出初式
を以下の日程で開催します。ぜ
ひご観覧ください。

●日　時　１月６日（日）
市中パレード　午前９時 30 分 

（JA 田代給油所～式典会場）
式典　　　　　午前 10 時～
●場　所　田代中央運動場
※雨天時は中央公民館で式典の
み開催します。
●問合せ　総務課☎ 22-0511

年末年始は交通事故に要注意！
　年末年始は、例年夕暮れ時や夜間の交通死亡事故が増加す
る傾向にあります。今年度も、下記のとおり「年末年始の交
通事故防止運動」を実施します。交通ルールの遵守と、正しい
交通マナーの実践を習慣づけて、交通事故の防止を目指しましょう。

運動期間：平成30年12月10日（月）～平成31年1月10日（木）
●早めのライト点灯
夕暮れ時は早めにライトを点灯。対向車等がいないときは原則ライトを上向き。

●飲酒運転の根絶
飲酒の機会が増える時期。飲酒運転は絶対に「しない！させない！」

●問合せ：錦江町交通安全協会　☎ 22-0511

交通ルールを

守りましょう！
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